
持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21 世紀金融行動原則）
持続可能な地域支援WG・保険業務WG 合同シンポジウム持続可能な地域支援WG 保険業務WG 合同シンポジウム

認知症患者を地域でささえる
～在宅医の取り組み～
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２０世紀は｢人口急増の世紀｣２０世紀は｢人口急増の世紀｣
２１世紀は｢高齢化の世紀｣

（単位：百万人)
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（注）グラフは１０年刻みで作成している。

資料：1870年以前は、鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社(2000年）、森
田優三「人口増加の分析」日本評論社(1944年)による。1880年から2000

←

現
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年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計:中位値)」による。
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資料：厚生労働省「平成18年版 厚生労働白書」を基礎に作成







年代別精神疾患患者数 推移年代別精神疾患患者数 推移

認知症やその類縁疾患を
中心に高齢者の患者が中心に高齢者 患者が
急増している

資料：患者調査資料：患者調査
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２０２５年の認知症有病率は約７００万人２０２５年の認知症有病率は約７００万人

２００８年当時の２００８年当時の
厚労省の推計は大はずれ
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認知症者を地域で見守る体制づくりが重要



当院のご紹介当院のご紹介
「たかせクリニック」

■東京都大田区
■在宅療養支援診療所■在宅療養支援診療所

※平成18年の医療法改正で新設された、24時間体制で往診

や訪問看護を実施する診療所。自宅でのターミナルケア

（終末期ケ ）や慢性疾患 療養 応（終末期ケア）や慢性疾患の療養などへの対応が

期待されている

■約400名の患者の訪問診療を実施
・最高齢102歳 平均年齢84歳

老年精神医学専門医
制度認定施設

日本老年精神医学
専門医・最高齢102歳、平均年齢84歳

■老年精神医学に注力

制度認定施設 専門医

■老年精神医学に注力
・プライマリ・ケア連合学会・認定医

・日本老年精神医学専門医

認知症 類縁疾患をはじめとした高齢者の

copyright©髙瀬義昌 禁複製

認知症・類縁疾患をはじめとした高齢者の

精神疾患患者の増加に対応



在宅医療とは・・・在宅医療とは
「看取りをデザインする」

「 日旅立ち 支援∗ 「いい日旅立ち」の支援

∗ 「事件は現場で起きている」

∗医療と暮らしの「困った!!」を支援する∗医療と暮らしの「困った!!」を支援する

copyright©髙瀬義昌 禁複製



在宅医療（在宅療養支援）とは在宅医療（在宅療養支援）とは…
→病院以外でのみとりの医療

いい日旅立ちを支援

ミッション 多様な終末期のすごし方について患者・家族のサポーターと
なる。
〈健やかに生き、安らかに逝くために……〉

ヴィジョン “よくある病気”を生活の場でみつけ、患者・家族をサポート
するヴィジョン する。
必要に応じ専門医療機関を紹介。
専門医の診断・治療のメドがつけば、在宅療養支援を再開する。

ゴール “生の重さ” “死の重さ”を考えながら感じながら「医療と介
護のフロント・ライン」に立っているという意識を患者･家族と
共有する

copyright©髙瀬義昌 禁複製

共有する。



医療コンシ ルジ医療コンシェルジュ
～事件は現場で起きている～事件は現場で起きている

そのために単なる医療技術だけではなく、

①患者をささえる医療・介護システムや 患者の病状や社会状況に①患者をささえる医療・介護システムや、患者の病状や社会状況に

ふさわしい医療・介護の“ネットワーク”について習熟している必要あり。

②患者家族の意見をまとめあげていく能力をもつ必要あり②患者家族の意見をまとめあげていく能力をもつ必要あり。

（医療倫理と合意形成～療養現場での意思決定支援）

③患者・家族の身体面だけではなく心理的・社会的背景を少しづつ理解③患者 家族の身体面だけではなく心理的 社会的背景を少しづつ理解

していける能力をもつ必要あり。

④常に患者側に立って（場合によって家族も考慮しつつ）④常に患者側に立って（場合によって家族も考慮しつつ）

「社会的ソリューション」を意識している必要あり。

⑤よい意味で腰が軽くなければならない。“フットワーク”⑤よ 意味 腰が軽くなければならな 。 ット ク
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おおまかな認知症の３つの定義おおまかな認知症の３つの定義
‐認知症は病名ではなく、いわゆる症候群‐認知症は病名ではなく、 わゆる症候群

∗ 認知機能が徐々に…（６か月～１年）低下する

∗ 不可逆的である

∗ 日常生活・社会生活に支障をきたす
→これに支障がない場合は※MCI？
（※軽度認知障害：Mild Cognitive Impairment）

copyright©髙瀬義昌 禁複製



認知症と老化現象の違い

認知症 老化現象

認知症と老化現象の違い

認知症 老化現象

体験そのものを忘れる（エピソード記憶障害） 体験の一部を忘れる

忘れたことを理解できない 忘れたことを自覚している

食べたこと自体を忘れる 何を食べたか忘れる

約束したこと自体を忘れる 約束をうっかり忘れる

買い物に行ったことを忘れ、 買い物に行ったときに、買 物 行
また買い物に行く

買 物 行
買うものを忘れる

日付や曜日、場所などが
分からなくなる

日付や曜日、場所などを
間違えることがある分からなくなる 間違えることがある

ヒントを与えてもできごとを
思い出せない

ヒントを与えるとできごとを思い出す
思い出せない

つじつまを合わせるなど、
作り話をよくする

作り話はしない

探し物は誰かに盗まれたと思う 探し物は努力して見つけようとする

copyright©髙瀬義昌 禁複製



治る認知症と 治らな 認知症治る認知症と、治らない認知症

∗ 治る認知症

∗ 硬膜下血腫

治らない認知症

アルツハイマー型認知症硬膜下血腫

∗ 一部の脳腫瘍

∗ 一部の正常圧水頭症

アルツ イマ 型認知症

レビー小体型認知症

前頭側頭葉変性症∗ 一部の正常圧水頭症

∗ 甲状腺機能低下症

ビタ 欠乏症

前頭側頭葉変性症

血管性認知症

∗ ビタミン欠乏症

∗ 複雑部分発作（てんかん） など

など

もの忘れを伴わない認知症もありますもの忘れを伴わない認知症もあります

copyright©髙瀬義昌 禁複製



認知症の割合認知症の割合

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症が約6割（日本）

その他の認知症

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型

認知症
その他の認知症

18.75%

認知症

18.75%

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型

（レビー小体型、
前頭側頭型など）

血管性認知症

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型

＋血管性認知症

43 75%

ｱ ﾂ ｲ 型

認知症

62.5%

18.75%
43.75%
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疾患 アルツハイマー型 前頭側頭型 レビー小体型 血管性

疫学 女性に多い 性差なし 若年
60歳以降の男性に
多い

男性に多い
多い

男

発症 緩やか 穏やか 緩やか 比較的急

進展 スロープを降りるよ ゆっくりと進行 進行性 動揺性 発作のたびに階段状に進展
うに

ゆっくりと進行 進行性、動揺性
進行（例外あり）

全経過 10年（2～20年） 2年～8年 アルツハイマーよ
り短い(7年) 7年

記憶障害 初めから出現 短期記憶は保たれ
る。

初期はアルツハイ
マーに比べ経度

比較的軽度

重度になるまで出現 パ キン ン様症
精神症状に先行して出

運動障害 重度になるまで出現
しない

異常行動がある パーキンソン様症
状。転倒が多い

精神症状に先行して出
現、あるいは平行して
悪化

精神症状 物取られ妄想（アル 自制力の低下・人 ありありとした幻精神症状
・徴候

物取られ妄想（アル
ツハイマーに特徴的。
軽度で出現）

自制力の低下 人
格変化
病識はない

ありありとした幻
視、失神。意識の
動揺、注意力障害

意欲、意識、感情。

軽度のアルツハイ
精神症状について 生活改善 薬物（抗血予防

・治療

軽度のアルツ イ
マーでは、塩酸ドネ
ペジルが半分の症例
に9～10ヶ月間有効

予防法・治療法は
なく、介護が中心

精神症状について
は塩酸ドネペジル
が有効

生活改善、薬物（抗血
小板療法など）による
予防が可能

その他 感情、運動は重度と
なるまで保たれる

万引きなどの軽犯
罪を犯すが、反省
したり説明したり
できず 同じ違法

向精神薬への過敏
性
REM睡眠行動障害

局所の神経症状（片麻
痺、構音障害、嚥下障
害、歩行障害、尿失禁
など）

医療法人社団 至髙会 たかせクリニック2010/10/16
髙瀬義昌日本訪問歯科医学会 16

そ 他
なるまで保たれる できず、同じ違法

行為を繰り返す場
合が多い。

REM睡眠行動障害
自律神経障害

など）
脳卒中の既往。動脈硬
化の危険因子の存在。copyright©髙瀬義昌 禁複製



す 認知症超大国 日本すでに認知症超大国の日本

認知症でも……
落語の 節を演じる人∗ 落語の一節を演じる人

∗ 詩吟を吟じる人詩吟を吟じる人

∗ 百人一首をすべて暗記してる人

オ ト チ ク車ど ろか アル車を運転する人∗ オートマチック車どころか、マニュアル車を運転する人

copyright©髙瀬義昌 禁複製



よくある事例よくある事例１

独居、８２歳、女性

1ヶ月で300万円が消失。親戚が地域包括支援センターに相談

∗ 2年ほど前から認知症の症状があったが、本人にその認識がなく、周囲に勧められても
病院へ行こうとしなかった

∗ 性格は明るく世話好きで会話は流暢

認知症であること以外 身体に問題はなく 活動的∗ 認知症であること以外、身体に問題はなく、活動的

∗ 成年後見人の申し立て

∗ 訪問診療を開始し2週間に1回定期訪問

お金の管理ができないため ケアマネ ジャが毎日3000円を届ける

後見人 区の高齢福祉課 地域包括支援センター 民生委員 警察署 自治会

∗ お金の管理ができないため、ケアマネージャが毎日3000円を届ける

∗ 地域ケア会議を開催

copyright©髙瀬義昌 禁複製

後見人、区の高齢福祉課、地域包括支援センター、民生委員、警察署、自治会、
ケアマネージャー、訪問診療医、訪問看護師、ヘルパーなどチームでケア



よくある事例よくある事例２

独居、７５歳、男性

多額の財産を所有。訪問診療時に財産管理の必要性を判断

∗ アルツハイマー型認知症と診断されて通院していたが、認知症が進行して外来通院がアルツ イマ 型認知症と診断されて通院していたが、認知症が進行して外来通院が
難しくなり訪問診療を開始

∗ 訪問したところ、通帳、印鑑、権利書などが自宅に散乱。鍵をかけずに無目的な外出
行動を繰り返している行動を繰り返している

∗ 親族はいるが、関係性が悪く疎遠

∗ 独居での生活継続は難しいため施設入居を勧めるも、身元引受人や連帯保証人にな∗ 独居での生活継続は難しいため施設入居を勧めるも、身元引受人や連帯保証人にな
る人がおらず、入居が困難

∗ 税理士に相談。当税理士が親族と協議し、成年後見人となる

∗ 当税理士が成年後見予定者として身元引受人、連帯保証人となり施設に入居

copyright©髙瀬義昌 禁複製

∗ 税理士である後見人が自宅にあった通帳や登記簿等の情報、所有する不動産の不動
産業者からのヒアリング等から情報の洗い出しを行い、実質的な管理を開始



社会全体で認知症の人びとを支えるため、
介護サービスだけでなく、地域の自助・互助を

最大限活用することが必要

地域では多様な主体、機関が連携して認知症の人びとを含めた高齢者を支えていくことが必要。（イメージ）

最大限活用することが必要

認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ見守り・配食

交通機関
見守り、買い物支援

宅配、新聞配達スーパー、コンビニ、商店

診療所

薬局
認知症疾患医療ｾﾝﾀ

認知症になっても

認知症ｻﾎﾟｰﾄ医
かかりつけ医

交通手段の確保

（小・中・高・大）
認知症教育

薬局

地域包括
支援センター 役所

認知症になっても
安心して暮らせる地域

交番
生涯学習 金融機関

見守りICTを活用した見守り 成年後見

介護サービス事業者
（デイサービス、
グループホーム等）

見守り

認知症カフェ、認知症サポーター、
民生委員、ボランティアなど

関係府省と連携し、地域の取組を最大限支援

市町村が中心となって日常生活圏域等で認知症の人びとの
見守り等を含めた自助・互助のネットワークを作る

関係府省と連携し、地域の取組を最大限支援

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/seminar/dl/02_99-01_3.pdf



パネルディスカッション １パネルディスカッション １

「金融機関は認知症顧客と
どのように関わっていくのか」

（モデレーター）（ ）

金井 司 三井住友信託銀行（株） 経営企画部 理事・ＣＳＲ担当部長

（パネラー）

成本 迅 京都府立医科大学大学院 医学研究科 精神機能病態学 教授

椎名 基晴 弁護士（椎名法律事務所）

上林 里佳 社会福祉士（（ 社）京都社会福祉士会）上林 里佳 社会福祉士（（一社）京都社会福祉士会）

田口 さつき （株）農林中金総合研究所 基礎研究部 主任研究員
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金融機関の認知症対応の現状金融機関の認知症対応の現状

株式会社 農林中金総合研究所
田口さつき田口さつき

田１



金融機関の高齢化に向けた取組み金融機関の高齢化に向けた取組み

身体についてのサポート

→店舗のバリアフリー、年金宅配サービス等

判断能力についてのサポート判断能力についてのサポ ト

→模索中
・金融機関は利用者の判断能力についての診断はできない

・金融機関の職員は高齢者ではないため、実感として高齢者の金融機関の職員は高齢者ではな ため、実感として高齢者の

ことがわからない

田2



判断能力に疑義のある高齢者と断能 疑義 あ 高齢者
金融機関（ＪＡ）

判断能力に疑義のある高齢者等への対応に困ったＪＡの割合（n=345）

あった

13.0％
わからない

11.3％

なかった

75.7％

注 正確には，「判断能力に疑義のある高齢の利用者，または，その代行をしようとする利用者の家族等への対応に

資料 農中総研「平成25年度第1回農協信用事業動向調査」

注 正確には， 判断能力に疑義のある高齢の利用者，または，その代行をしようとする利用者の家族等 の対応に
関して，既存のマニュアルを踏まえても，対応に困るような事例が24事業年度中に発生しましたか」という問いへの回
答である。

田3



本人が窓口に来る場合の要望本人が窓口に来る場合の要望

本人の場合の要望（18件）

事象数 割合事象数
（件）

割合
（％）

通帳 カ ド 印鑑紛失に伴う再発行 改印手続き 8 44 4通帳・カード・印鑑紛失に伴う再発行・改印手続き 8 44.4

貯金の解約をしたことを忘れ，抗議したり，（本人の考える）原状回復や払戻しを
求める

5 27.8
求める

その他（何度も説明を求める、契約している定期貯金の内容を確認したい・印鑑届をみたいと同じこと

で毎日来店するなど）
5 27.8

資料　農中総研「平成25年度第1回農協信用事業動向調査」
注　対応に困る事象が「あった」と回答した農協に最新の事例を自由回答形式で1つ挙げていただいた。回答欄に
は、事例を「誰が　原因　要望　問題」ごとに記入できるようにした。この表は，回答があった44事例を分析したも、事例を 誰 原因 要 問題」 記入 きる う 。 表 ，回答 あ 事例を分析 も
のである。

→このうち8件が「一人暮らし」→このうち8件が 人暮らし」

田4



問題点：本人問題点：本人

本人が窓口に来る場合の問題点（18件）

事象数 割合事象数
（件）

割合
（％）

（再発行手続きや解約した貯金についての抗議など）行動が繰り返される 12 66.7

勘違いや説明に納得しない 4 22.2

他その他 2 11.1

注 資料、注ともに8頁と同じ

→行動の繰り返しに金融機関はうまく
対応できず悩む
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家族等が窓口に来る場合の要望家族等が窓口に来る場合の要望

事象数 割合

家族等の場合の要望（26件）

（件） （％）

貯金の払戻し 17 65.4

貯金の払戻しや通帳再発行などの本人の行動を止める，または，手続きをする
前に家族・親族に連絡する

3 11.5

その他（毎回委任状の提出を必要としないでほしい、後見人制度の利用に際し、ＪＡにアドバイス・仲

介をしてほしいなど）
6 23.1

注 資料、注ともに8頁と同じ

→本人に判断能力が充分ある場合、委任状などで本人の
代わりに貯金の払戻しを行うことはできる。しかし、額が
大きい、資金使途が不明など難しい事案がある
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問題点：家族等問題点：家族等
家族等が窓口に来る場合の問題点（26件）

事象数
（件）

割合
（％）

家族等が窓口に来る場合の問題点（26件）

本人の意思確認ができない（※）・委任状が本人記入か不明 8 30.8

対応に明確な基準がない（※※） 5 19.2

本人と家族・親族の意見の違い 3 11.5

推定相続人間の意見の違い 3 11 5推定相続人間の意見の違い 3 11.5

その他（成年後見制度の利用は費用と時間がかかるため利用する意思はないが，親（利用者本人）の貯金

の払戻しをしてほしいなど）
7 26.9

※　本人の意思確認ができないとは，本人と面談しても意思能力の判断がつかないや本人と会えないといった内容で
ある。

※※ 代理人にどの程度貯金を引き出しを認めるべきか ＪＡは本人の意思確認のために遠方の病院に行く必要がある

注 資料、注ともに8頁と同じ

→本人の意思確認ができない場合、金融機関は払い

※※　代理人にどの程度貯金を引き出しを認めるべきか，ＪＡは本人の意思確認のために遠方の病院に行く必要がある
のかといった場合の判断基準を意味する。

→本人の意思確認ができな 場合、金融機関は払
戻しに応じないのが一般的
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金融機関の対応パターン金融機関の対応パターン

判断能力に疑義のある高齢者との取引で困ったときのパターン

パターン1 パターン2

対応状況 個々の照会に個別対応 マニュアル等に沿って一律対応対応状況 個々の照会に個別対応 マニュアル等に沿って 律対応

照会内容は同じだが、家族構成、本人や
家族の思い これまでの取引など 情報

本人とは窓口での取引だけなので家族
構成などの情報量が少ない背景 家族の思い、これまでの取引など、情報

量が多い
構成などの情報量が少ない背景

文書化されたマニュアル等はないが 個文書化されたマニュアル等はないが、個
別対応事例や注意点など、事例が起る都
度、支店に情報還元する

マニュアル等の作成の時に法務面で検討
を重ねる

工夫

田8



金融機関の不安金融機関の不安

•本人をどう助けたらいいだろうか？•本人をどう助けたらいいだろうか？

相続争いの前哨戦に巻き込まれるのではないか？•相続争いの前哨戦に巻き込まれるのではないか？

客 情報を 意も ず•顧客の情報を同意もとらずに開示していいのか？

田9



親族の視点親族の視点

•親の通帳、印鑑、保険証など、見つけられなかった。

•忙しいなか やっとの思いで金融機関に出向いたが忙しいなか、やっとの思いで金融機関に出向いたが、
何も進展しなかった。

•窓口の説明が冷たく、事務的だった。
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預貯金の払戻しについての工夫1預貯金の払戻しについての工夫1

事前に

静岡中央銀行の「代理人制度」イメージ

事前に
代理人届 静岡中央銀行

代理人登録を行う

　　　　　
預金取引の代理人 本人（高齢者）

代理人として本人のための預金の払戻しの手続き代理人として本人のための預金の払戻しの手続き

本人の判断能力があるうちに事前に届け出を出す

手続きを受けて、貯金の払戻し

本人 判断能力 あるうち 事前 届け出を出す

田11



増加する施設職員による利用者の増 す 施設職員 利用者
預貯金の払戻し

介護施設入居者の預貯金払戻しを施設職員が行う場合

　　　　払戻を代行する
　　　　職員による

不正利用は

α銀行の
イ支店

　　　　不正利用は
　　　　ないだろうか 本人の雑費な

どの引き落とし
預貯金の
払戻

　　　　　・・　　　　　・・ 本人通帳・取引印

介護施設お金や施設が 　　　介護施設

親族 本人（高齢者）

お金や施設が
購入した物品
など

親族 本人（高齢者）

職員による不正利用がないか金融機関は慎重に見極
める必要がある
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静岡中央銀行の工夫静岡中央銀行の工夫
静岡中央銀行の 「老人ホーム入居者の預金取引に係る契約書」イメージ静岡中央銀行の 「老人ホ ム入居者の預金取引に係る契約書」イメ ジ

　　　　介護施設

　　契約
親族 本人（高齢者）

介護施設職員による
不正利用防止

静岡中央銀行

　契約内容：①必要な経費は口座振替

②小口現金が必要な場合は、払戻限度額を決める

③静岡中央銀行及び家族は、限度額の範囲内で引き落としが行わ
れているか確認する

本人の判断能力があるうちに契約を行う

④静岡中央銀行及び本人・家族は施設に代理人取引の権利を与える

⑤限度額を超える払戻しが必要な場合、本人・家族の承認を必要とする

れているか確認する

本人の判断能力があるうちに契約を行う
田13



代行決定から意思決定支援代行決定から意思決定支援へ

向かうべき方向性向かうべき方向性

弁護士 椎名 基晴

椎１



向かうべき方向性向かうべき方向性

・禁治産制度から
成年後見制度・介護保険制度へ

・さらに意思決定支援へ

・意思決定支援とは？意思決定とは？
金融機関にとっての意思決定とは？

椎2



各論１各論１

金融業務の現場における
認知症判断



認知症の医学的理解と金融機関
で生じる問題

成1



認知症の原因となる病気認知症の原因となる病気

• アルツハイマー型認知症
神経変性疾患

• レビー小体型認知症
神経変性疾患

•血管性認知症脳卒中の
後遺症

•脳腫瘍・正常圧水頭症
その他 • アルコール・薬剤性その他
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アルツハイマ 型認知症アルツハイマー型認知症

• 老人斑、神経原線維変化
• 海馬 側頭葉 頭頂葉の機能低下 萎縮• 海馬、側頭葉、頭頂葉の機能低下、萎縮
• 認知機能、日常生活機能が年単位でゆっ認知機能、日常生活機能が年単位でゆっ
くりと低下
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アルツ イマ 型認知症の症状と経過アルツハイマー型認知症の症状と経過

発症前期• 発症前期
– うつ、軽いもの忘れ 1年

• 初期
– もの忘れ、日付を忘れる

1年

3年もの忘れ、日付を忘れる
• 中期

–言葉が出ない 服が着れない トイレの失敗

3年

5年言葉が出ない、服が着れない、トイレの失敗
–歩行障害、筋肉が硬くなって動かしにくい
今いる場所や親しい人を思い出せない

5年

7年–今いる場所や親しい人を思い出せない
• 後期

言葉が出ない

7年

10年–言葉が出ない
–ねたきり

10年

成4



中核症状と周辺症状

廃用症候群

周辺症状
中核症状

認知機能障害

周辺症状
（BPSD）
不安

思考・推理・判断・適応・問題解決
不安
抑うつ
興奮
徘徊

言
語

実
行

見
当

判
断

記
憶 徘徊

不眠
被害念慮
妄想

語
障
害

行
機
能
障
害

当
識
障
害

断
力
低
下

憶
障
害
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記憶障害記憶障害

• 日付を何度もきく、同じことを何度も話す
• 物を失くして、探し物ばかりしている
• 盗られたと人を疑う
• 薬を飲み忘れる
火の不始末• 火の不始末

対応対応
メモやアラームを活用
日めくりカレンダー
毎回同じ返答をする
物の置き場所を決めて整理整頓
お薬カ ダ 活用お薬カレンダーの活用
調理器具はIHに換えたり自動消火センサーをつける
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自分の障害の自覚がない（病識欠如）自分の障害の自覚がない（病識欠如）

• アメリカでの調査：認知症発症の2.6年前から自分の記憶
障害を認識しなくなる

• 孤独な環境
• 性格、脱抑制
• 気分の落ち込み などが関与
治療・ケアの拒否・運転の継続

対応
必要なケアから本人の抵抗が少なそうなものから導入する
社会的なつながりを確保する
運転については、まずは同乗して危険性の評価
主治医からの勧告、警察への相談

成7
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以前からお付き合いがある顧客の場合 変化に着目することが重要以前からお付き合いがある顧客の場合、変化に着目することが重要

成9



認知症介護医療の課題認知症介護医療の課題

入口
早期診断

精神症状・
進行防止

身体疾患
問題

早期診断
進行防止

身体疾患

スクリーニング
病診連携

福祉サービスの
利用

訪問看護
訪問診療

地域の窓口
初期症状の
普 啓発

病診連携 利用
対応の仕方
薬物療法
介護 療連携

訪問診療
施設入所
成年後見
終末期 対処

普及啓発

介護医療連携
病診連携

終末期の対処

成10



認知症顧客への対応における留意点認知症顧客への対応における留意点

べからず集

上1



認知症顧客対応べからず一三ヶ条認知症顧客対応べからず 三ヶ条

• 繰り返し同じことや、つじつま
の合わないことを言われても否
定するべからず。

• 顧客やそのご家族からの無
理なお願いは、できるだけ対
決するべからず。定する からず。

• 説明時に言葉だけに頼るべか
らず。
沈黙を恐れるべからず

決する からず。
• 事務的な説明や複雑な選択
肢を使うべからず。
認知症は高齢者だけ 病気• 沈黙を恐れるべからず。

• 顧客にとっては理解が難しい
事柄を説明する時 ことさらに

• 認知症は高齢者だけの病気
だと思うべからず。

• 個人情報の保護ばかりを優事柄を説明する時、ことさらに
仰々しく行うべからず。

• 長時間の対応はするべからず。
族

個人情報の保護ばかりを優
先するべからず。

• ご家族や地域の支援者との
連携は急場しのぎで行うべか• 顧客や家族への説明は、一通

りでは済ますべからず。
• 失せ物の発見は 行員が先ん

連携は急場しのぎで行うべか
らず。

• 失せ物の発見は、行員が先ん
ずべからず。

• 記録は、ただ事象を物語のよう
に記載するべからずに記載するべからず。

上2



各論２各論２

意思決定能力の低下の
金融業務への影響



意思決定能力について

成11



意思決定能力とは意思決定能力とは

理解する力• 理解する力
認識する力• 認識する力

• 論理的に考える力• 論理的に考える力
• 選択を表明する力選択を表明する力

成12
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影響する要因影響する要因

• 意識状態（せん妄など）
• 精神状態（不安、抑うつなど）
認知機能の低下• 認知機能の低下

意思決定に関連する過去の経験（金融取引• 意思決定に関連する過去の経験（金融取引
歴、職歴など）

成14



「判断の複雑さ・リスク」と「意思決定能力」「判断の複雑さ・リスク」と「意思決定能力」判断の複雑さ リスク」と 意思決定能力」判断の複雑さ リスク」と 意思決定能力」

高

判
断
の

意思決定困難
の
複
雑

意思決定困難

雑
さ
・
リ 意思決定可能ス
ク

意思決定可能

低

意思決定能力低い 高い
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簡便な評価簡便な評価

• 説明を受けた治療について本人の言葉で話説明を受けた治療について本人の言葉で話
してもらう

• 違う人が違う場面で確認する• 違う人が違う場面で確認する

• 選択については何度か確認して一貫している
かを確かめるかを確かめる

成16



法律はどこへ向かっているのか法律はどこへ向かっているのか

知症 財産を守認知症の人の財産を守る

・・・ 社会の理解あり・方策は不十分

認知症の人の積極的な意思決定を支援認知症の人の積極的な意思決定を支援

社会の理解 方策ともに不十分・・・ 社会の理解・方策ともに不十分

椎3



各論３各論３

経済的虐待の現状と
金融機関への期待



高齢者虐待高齢者虐待

【虐待の種類】【虐待の種類】

身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待・
経済的虐待

• 経済的虐待
経済的虐待

• 経済的虐待
• 他人が、本人の財産や金銭を不当に使用したり、他人 、本人 財産や金銭を不当 使用したり、
本人による使用を制限して不当に利益を得ること
日常生活に必要な金銭を渡さない 使わせない– 日常生活に必要な金銭を渡さない。使わせない。

– 本人の自宅などを本人に無断で売却する。
年金や預貯金を無断 使用する– 年金や預貯金を無断で使用する。

– 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を払わ
ないなど。
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平成27年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

上4



平成27年度 高齢者虐待の防止 高齢者の養護者に対する平成27年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果

上5



事例：経済的虐待事例：経済的虐待

• Ａさん 高齢女性 独居 家族は一人娘が他市に住む。Ａさん 高齢女性 独居 家族は 人娘が他市に住む。

• 生活費は年金と生活保護費。
受給 には娘と 人 銀行 出金に来る• 受給日には娘と二人で銀行へ出金に来る。

• 最近、Ａさんは、痩せ、体は臭う。表情もうつろで以前の活気最近、 さ 、痩 、体 臭う。表情もう 以前 活気
はない。

• 行員は気になり Ａさんに声をかける「Ａさん いつもお世話• 行員は気になり、Ａさんに声をかける「Ａさん、いつもお世話
になります。何か、お手伝いできることはありますか」

• 娘が「ほっといてください」とＡさんをひっぱり連れ帰る。
• 行員は上司へ報告 取引経過を見ると 家賃や光熱費が残行員は上司へ報告、取引経過を見ると、家賃や光熱費が残
高不足で引き落とされていないことが分かる。

この状況を放置したら、どうなるでしょう
上6



個人情報保護の課題個人情報保護の課題

目の前の顧客が虐待されているかもと思っ
たら・・・
通報すべき？
個人情報がからむので控えるべき？

→高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法
の通報義務の通報義務

→個人情報保護法の
第三者提供についての例外（同意不要）第三者提供についての例外（同意不要）

→本人の同意

椎4



個人情報保護の課題個人情報保護の課題

虐待はないが、認知症かもしれず、目の前
客 どう 応す きで困っている顧客にどう対応すべきか？

連絡すべき？
個人情報がからむので控えるべき？

①個人情報保護法の
第三者提供についての例外（同意不要）第三者提供についての例外（同意不要）

②本人の同意

椎5



各論４各論４

金融機関は地域資源をどのように活用
すべきか（地域包括支援センターなど）



事例：金融機関と地域支援者との連携機

• Ｂさん 高齢男性 身寄りは遠方に姪がいるが疎遠。Ｂさん 高齢男性 身寄りは遠方に姪がいるが疎遠。
• 最近は徐々に物忘れが進んでいる。
• 空腹⇒買い物⇒お金がない⇒金融機関へ⇒通帳と印鑑がない⇒
出せな出せない。

• かかりつけ医から認知症の疑いがあると地域包括支援センターへ
連絡。連絡。

• 相談員がＢさん宅を訪問。不審がられたが、医師の紹介と言うと、
入室できる。

• 何度か訪問。信頼関係が徐々にでき、金融機関への同行を依頼さ
れ、行く。

• 相談員はＢさんから盗人呼ばわり 行員の注目は一斉に相談員へ相談員はＢさんから盗人呼ばわり。行員の注目は 斉に相談員へ。
• 相談員は公的な職員証を提示、疑いは晴れる。
• Ｂさんと一緒に行員、相談員は話し合い、今後も困ったときの連携さ 緒 行員、相談員は話し合 、今後も困 た き 連携
を約束。

• ほどなく姪の支援で、成年後見制度も申し立てる。
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意思決定支援機構の取り組みについて意思決定支援機構の取り組みについて
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財産管理能力評価手順財産管理能力評価手順

1. 能力評価が必要になった背景情報を集める
2. 自身の経済状況に関する理解を評価する自身 経済状況 関す 解を評価す

– 財産、収入、支出、負債、扶養家族など
– 評価のポイント

• 実際の収入や支出とのずれがないか
財産のおおよその見積もりが正しいか• 財産のおおよその見積もりが正しいか

• 扶養家族について認識しているか
• どのような意思決定をしないといけないか分かっているか
• 基本的な金銭管理スキルはどうか基本的な金銭管理 キルはどうか

3. 実際に必要になっている財産管理上の意思決定における能力を評価する
– 評価のポイント

• 財産管理能力に問題があることを認めているか
• 誰かに助けを求めているか
• 財産管理能力に最近変化がみられるか
• 選択の一貫性はあるか• 選択の 貫性はあるか
• 選択にあたってリスクをきちんと理解しているか

カナダ・オンタリオ州Capacity Assessment Officeのガイドライン（2005）より抜粋
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http://j decs org/http://j-decs.org/

意能力判定 開発グ プ 花園大学社会福祉学部臨床心理学科 小海宏之同意能力判定ツール開発グループ 花園大学社会福祉学部臨床心理学科 小海宏之
意思決定プロセスモデル開発グループ 中央大学法学部 小賀野晶一
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Evaluation of capacity to consent to treatment and researchEvaluation of capacity to consent to treatment and research
治療と研究参加への同意能力評価

【目次】

第1章 法的コンテクスト

第2章 法律における精神保健における概念

第 章 実証的基盤と限界第3章 実証的基盤と限界

第4章 評価の準備段階

第5章 デ タ収集 患者 のインタビ第5章 データ収集：患者へのインタビュー

第6章 解釈

第7章 アセスメント後第7章 アセスメント後

第8章 研究参加への同意能力
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認知症の人の医療選択と意思決定支援

第１章 医療同意プロジ クトのはじまり第１章 医療同意プロジェクトのはじまり
1. 医療同意のプロジェクトを開始した背景 成本 迅
2. 地域包括ケアの中の医療同意 川口秀子

3. 地域での実践 地域包括・ケアマネジャーの立場か
ら 松本善則

第２章 医療同意の実際
1. 医療同意の法的諸問題 小賀野晶一
2 医療同意の課題と提言 名倉勇一郎2. 医療同意の課題と提言 名倉勇 郎
3. 医療同意能力評価の概念について 小海宏之

4. 認知症高齢者の医療同意能力評価に関する手法
と課題 江口洋子と課題 江口洋子

5. 医療同意能力評価の実際 加藤祐佳

第３章 医療同意プ ジ クトから見えてきた と第３章 医療同意プロジェクトから見えてきたこと
成果と今後のビジョン 成本 迅
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弘前大学COI革新的「健やか力」創造拠点サテライト

認知症の人と創る未来社会システム

http://coltem.com/
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意思決定支援機構の役割

意思決定支援機構

①研究開発推進と知財管理 ②事業者の製品サービス開発のサテライト接続 ③事業者の啓発・認証 を実施
→実装の場である意思決定SCを通じて社会に提供。

見守りサポート
転倒予知 行動予知研究遠隔能力評価

研究開発 意思決定サポートセンター
社会実装モデル開発

決定 機構

転倒予知・行動予知研究
センサからの分析解析
地域／施設／外出時

遠隔能力評価

財産管理サポート法的機能研究 遠隔 情報提供
財産管理サポ ト
行員教育・店舗設計
新しい信託商品開発

認知症対応契約基準制定
高齢者の意思決定
特徴研究

介護サポート
シニアライフプランニング研究

デシジョンエイド研究 0 意思決定判断スケール 100対面
意思決定能力の判定

ロボットによる能力
ロボット

事業者の啓発・認証

ロボットによる能力
評価・意思保存研究

コン

事業者の啓発・認証

COLTEM Confidential

認証検定研修出版 コン
サル
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事前指示
認知症になっ
ても、自分の

高齢者、認知
症の人への対
応レベルの底
上げ 関係機

遺言

事前指示ても、自分の
意思を周りに
伝えられる

上げ、関係機
関との連携促

進

金融ガイドを用いた
行員研修

アバターによる意思の保存と提供

遺言

高齢者 認知機能障害のある人が

コミュニケ ションロボッ
アシスティブテクノロジーによる

ポ

ア タ よる意思 保存 提供高齢者、認知機能障害のある人が
利用しやすい銀行

フィンテックの利用

コミュニケーションロボッ
ト

意思決定サポート

遺言時評価

能力評価サービス

フィンテックの利用契約時評価
後見業務の
効率化と透
明性の確保認知機能が低

下しても、本人
迅速かつ、そ
の場での客観

遠隔評価
下しても、本人
のレベルに応じ
た契約が可能

に

的評価が可
能
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イギリスにおける遺言能力の指針イギリスにおける遺言能力の指針

• Banks v. Goodfellowの判例での基準

①① 遺言とその結果の性質を理解する能力

② 必ずしも詳細を要しないが 自分の財産の性質と規模② 必ずしも詳細を要しないが、自分の財産の性質と規模

を想起する能力

③ 近親者の氏名および彼らの遺贈に対する要求を想起

する能力する能力

④ 遺言者の自然な感情を曲げ、その決断に影響する病

的精神状態がないこと
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成年後見制度と金融機関成年後見制度と金融機関
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成年後見制度の申立をする人成年後見制度の申立をする人
申立人と本人の関係

親, 5.1％
その他, 3.5％

申立人と本人の関係
申立人の中に占める市町村長の割合

20

（％）

子, 29.1％

配偶者, 5.4％

17.3 
18.8 

15

20

兄弟姉妹, 
12.6％

10.3 
10

市町村長, 
本人, 12.7％

3.3 

5

18.8％

その他親族, 
12 8％

0
2005 2010 2015

（資料）同左
12.8 ％

（資料）最高裁判所「成年後見関係事件の概況」(平成28年1月～12月)

主な申立人は ①親族（特 ） ②市 村長（福祉）主な申立人は、①親族（特に子）、②市町村長（福祉）
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申立の動機申立の動機
主な申立の動機（複数回答）主な申立の動機（複数回答）

82.3 
80
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等
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）

処
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き 取 等

が

約

（資料）最高裁判所「成年後見関係事件の概況」(平成28年1月～12月)

「預貯金の管理・解約」が8割
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親族等から相談を受けた場合親族等から相談を受けた場合

•法定後見制度の利用を家族・親族に勧めても、拒まれ
ることが多いることが多い。

金融機関が自身の都合で法定後見制度の利用を勧•金融機関が自身の都合で法定後見制度の利用を勧
めていると捉えられてしまうこともある。

•静岡中央銀行では、法定後見制度の利用申請に当た
り 地元の裁判所の連絡先 アクセス 申請にかかるり、地元の裁判所の連絡先、アクセス、申請にかかる
費用、必要書類、手続きが終わるまでの期間、同制度
のメリ トなどを伝えることにしているのメリットなどを伝えることにしている。
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成年後見人等の内訳

成年後見人等の内訳

成年後見人等の内訳

成年後見人等の内訳

2010年 2016年

その他

6.7％

弁護士・
家族・

親族

その他

10.1％

家族34 7％

弁護士

司法書士・

社会福祉士

親族

28.1％

弁護士・

司法書士家族・

親族

58.6％

34.7％

61 8％

司法書士・

社会福祉士

61.8％

（資料）最高裁判所事務局「成年後見関係事件の概況」

専門職後見人等 専任が進む専門職後見人等の専任が進む
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後見制度支援信託の利用実績後見制度支援信託の利用実績

累計利用人数の推移

20000

（人）

1億円超
2 7%

信託財産額の分布（2016年利用開始者）

16950

15000

5000万円超
1億円以下

8.7 %

2.7% 

10009
10000

2000万円
以下2000万円超

5000万円以下

98
638

3406

0

5000 51.9 %5000万円以下
36.8% 

0
2012 2013 2014 2015 2016

（資料）最高裁判所「後見制度支援信託の利用状況等について」
（資料）最高裁判所

「後見制度支援信託の利用状況等について 平成28年1月～12月 」

信託財産額は累計で約5520億円。

「後見制度支援信託の利用状況等についてー平成28年1月～12月ー」

信託財産額は累計で約5520億円。
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後見制度支援信託の特徴と問題点後見制度支援信託の特徴と問題点
後見制度支援信託例（H26年9月）

三菱ＵＦＪ信託銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行

契約時：15万円及び
消費税

無料当初信託金が1000
万円未満の場合、3

無料管理報酬信託報酬
消費税

定例：月3千円及び消
費税

運用報酬 有 有 有 有

万円未満の場合、3
万円及び消費税

運用報酬 有 有 有 有

信託金額 1000万円以上 1円以上 1000万円以上 5千円以上

信託期間 信託の終了事由に該
当する ととな た日

5年以上 信託の終了事由に該
当する ととな た日

信託の終了事由に該
当する ととな た日当することとなった日

まで
当することとなった日
まで

当することとなった日
まで

資料　各金融機関のウェブサイト

問題点：

① 本人（高齢者）がそれまで付き合いのあった金融機関と築いた信頼関係やペ① 本 （高齢者） そ あ 融機関 築 信頼関係

イオフ対策といった面での意向はどうなるか

② 後見制度支援信託の取扱金融機関の店舗網は都市部に集中

③ 本人の生活のために有効に活用できるか など
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内閣府「成年後見制度利用促進基本計画内閣府 成年後見制度利用促進基本計画
について」

•不正事案の発生やそれに伴う損害の発生をできる限り
少なくするためには、不正事案の発生を未然に抑止す少なくするためには、不正事案の発生を未然に抑止す
る仕組みの整備が重要である。このため、成年後見制
度の利用者の利便性にも配慮しつつ 後見制度支援信度の利用者の利便性にも配慮しつつ、後見制度支援信
託に並立・代替する預貯金の管理・運用方策の検討の
促進等について検討を行う促進等について検討を行う。
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内閣府「成年後見制度利用促進基本計画内閣府 成年後見制度利用促進基本計画
について」（続き）

•金融機関は、本人名義の預貯金口座について、後見人
よる な引出 を防止するため 本領収による不正な引出しを防止するため、元本領収について
の後見監督人等の関与を可能とする仕組みを導入する
など 事案 発生を未然 抑止するため 適切ななど、不正事案の発生を未然に抑止するための適切な
管理・払戻方法について、最高裁判所や法務省等とも連
携し 積極的な検討を進める とが期待される携しつつ、積極的な検討を進めることが期待される。

組 後 産管 事務 負 が•こうした取組により、後見人の財産管理の事務の負担が
軽減されることになれば、後見人が身上保護に関する事
務 より取り組む とが 能となる務により取り組むことが可能となる。
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不正利用の防止に向けて、例えば不正利用の防止に向けて、例えば

•ＡＴＭでの一回当たりの引出額や出金回数が増えるなどこ•ＡＴＭでの 回当たりの引出額や出金回数が増えるなどこ
れまでと違うパターンを検出した場合、不正利用はないか
金融機関が警告を行う金融機関が警告を行う。

•認知症高齢者の預貯金口座の取引内容を複数の人 特•認知症高齢者の預貯金口座の取引内容を複数の人、特
に中立な第三者に開示し、相互監視しやすい状況を作り
出すことにより 予防出すことにより、予防。

払戻しが可能な口座には日常的な支払をするのに必要十•払戻しが可能な口座には日常的な支払をするのに必要十
分な額を残し、他の金融資産は別にする。

•金融機関が払戻し時にもれなくその資金使途を確認し、そ
れを関係者 報告れを関係者に報告。
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商品開発が求められている商品開発が求められている
取引金融機関を継続しながら後見人の不正利用を防ぐ貯金商品イメージ

α金融機
関のロ支
店
1000万円

又は

家
庭
裁

　　契約
家族・親族等 本人（高齢者） 専門職後見人

裁
判
所

預貯金の名義人 成年後見監督人
被後見人　

取引内容の
確認 申立 指示書によりα金融機関確認・申立 　指示書により

　　不正な払戻しの防止

契約内容：①医療費など必要な経費は口座振替

契約内容：②小口現金が必要な場合は、月当たりの払戻限度額を決める

α金融機関

契約 容 ② 現 要 場 、月 り 払戻限度額を決

契約内容：③金融機関は、限度額の範囲内で払戻しが行われているか確認する

契約内容：④払戻限度額を超える金額の払戻しの場合は、家庭裁判所又は成年後見監督人の発行する指示書が必要

契約内容：⑤家族・親族等は取引内容を継続的に確認する

継続的にお金の動きを捉えるように。
田24



各論５各論５

金融機関の組織対応の
あり方



対応のステップ

（１）認知症サポーター養成講座の受講（１）認知症サポ タ 養成講座の受講
→基本知識の習得

（２）外部機関との連携
→地域包括支援センター等

（３）組織的対応とガイドラインの策定
→会社横断的な組織→会社横断的な組織

（４）認知症に対応した金融商品・サービスの開発
→50兆円をデッドストックとしないために→50兆円をデッドストックとしないために

司会2



認知症対応を進めるため認知症対応を進めるために
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認知症対応のための心構え認知症対応のための心構え

•認知症は、誰でも起こりうる病気である。

• （自分の親をどう守るかという点から）職員も関心を持ってい
るる。

金融機関としての良心が問われる分野である•金融機関としての良心が問われる分野である。

利用者 生を通じ 金融面 お役 立 るよう する•利用者の一生を通じて、金融面でお役に立てるようにする。
特に、症状が進行して何が必要になるかという意識を持つ。
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認知症本人からの提案（抜粋）認知症本人からの提案（抜粋）

•数値目標だけが独り歩きしないよう、本人の意思の尊重、
本人視点の重視がすべての取組みの共通の理念。

• 「本人とともに」を活動原則に。

• 「無理」とみなさず、企画段階から本人と一緒に。

偏見を解消 自分のこととして考える•偏見を解消。自分のこととして考える。

•認知症の人をひとくくりにしない認知症の人をひとくくりにしない。

•認知症高齢者という用語をできるだけ使わず、「認知症と共
生きる人 と た表現を使う うに生きる人」といった表現を使うように。

第6回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議 （講演者配布資料 抜粋）第6回認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議 （講演者配布資料 抜粋）

田27



認知症の方の情報をつかむ認知症の方の情報をつかむ

•地元の社会福祉協議会や市町村の福祉関係の部署など地元の社会福祉協議会や市町村の福祉関係の部署など
に連絡先を持ち、定期的に情報交換を行う。

•早くからご家族や介護関係者などと連絡をとる。

•認知症対応について情報発信も行う。

•サービス担当者会議に金融機関職員も出席できないか？

田28



金融機関内（本店と支店）の連携金融機関内（本店と支店）の連携

•利用者と日々接している職員から、問題提起やよりよい対
応のためのアイディアが出されることが多い。

•本部は職員の気づきを集め、分析する。本部は職員の気 きを集め、分析する。

•本部は、情報共有を助ける。認知症の利用者への対応を法本部は、情報共有を助ける。認知症の利用者への対応を法
務面で整える（マニュアル作成、制度、金融商品開発など）。

田29



金融機関間の連携金融機関間の連携

•最低限の統一した対応をつくれないか？

優良事例などを開示し合えないか？•優良事例などを開示し合えないか？

•都市部の金融機関で協力して 「離れた土地に住む親の金都市部の金融機関で協力して、「離れた土地に住む親の金
融資産を守る」といったセミナーなどを開催できないか？

各地域 金融機関が 年金友 会会員などに向け セ•各地域の金融機関が、年金友の会会員などに向けてセミ
ナーを行うための資料など作成できないか？

• 「認知症と共に生きる人」へのわかりやすい金融サービスに
ついて共同で検討できないか？

田30



さいごに

これからの金融機関に期待したいことこれからの金融機関に期待したいこと



金融機関の皆様へお願いです！！
このガイドが

お役に立てれ金融機関の皆様へお願いです！！ お役に立てれ
ば幸いです

• 認知症高齢者対応のスキルアップ。
• 認知症高齢者対応への負担軽減と意欲向上。
• 顧客やご家族、地域との関係、さらに強化。
• より良い顧客保護と より安心な資産運用• より良い顧客保護と、より安心な資産運用。
• もしもの時の介護離職・貴重な人材流出防止。もしもの時の介護離職 貴重な人材流出防止。

金融機関の皆様とともに、私たち皆が行く道を、安心して歩んでいきたいと思
います 今後とも ご支援ご協力を賜りますよう よろしくお願い申し上げますいます。今後とも、ご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

上7



21世紀金融行動原則
持続可能な地域支援WG・保険WG合同シンポジウム持続可能な地域支援WG 保険WG合同シンポジウム
パネルディスカッション その２
「認知症700万人時代の地域における金融機関の役割」

（問題提起）（問題提起）
なぜ金融機関に主体的・積極的な役割が
期待されるのか期待されるのか

2017年9⽉7⽇
みずほ情報総研株式会社

社会政策コンサルティング部
コンサルタント ⼩松 紗代⼦



背景： 認知症高齢者は今後大幅に増加し、2035年には1.54倍

• 認知症の有病率は⾼齢になるほど⾼まり、75歳以上では約３割
2015年の認知症⾼齢者数は約520万⼈ 2035年には800 920万⼈（推計）• 2015年の認知症⾼齢者数は約520万⼈、2035年には800〜920万⼈（推計）
⇒ 年平均で15〜20万⼈ずつ増えていく

1,200 万⼈

認知症⾼齢者数の将来推計（全国）
0% 50% 100%

認知症の有病率（2012年）

年

2035年
799～920万人

800 

1,000 

有病率が
上昇する
と仮定し

2%

5%

65-69歳

70-74歳

2025年
675～730万人

799～920万人

517 600 

と仮定し
た場合の
差分(*)

11%

歳

75-79歳 ７５歳以上
２８％

200 

400 有病率が
⼀定と仮
定した場
合の推計

24%80-84歳

２８％

0 
2012年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

合の推計
値55%85歳以上

＊認知症の有病率は糖尿病の変化と有意な関連が認められ 将来の糖尿病の頻度の変化を考慮に⼊れた推計値は上昇する

2

＊認知症の有病率は糖尿病の変化と有意な関連が認められ、将来の糖尿病の頻度の変化を考慮に⼊れた推計値は上昇する。
厚⽣労働科学研究費補助⾦「⽇本における認知症の⾼齢者⼈⼝の将来推計に関する研究」（九州⼤学 ⼆宮教授）をもとに作成

2



背景： 認知症高齢者の貯蓄総額は2025年には70兆円の規模

• ⾼齢者ほど貯蓄額が多く、2014年の70歳以上の家計の貯蓄総額２４８兆円
単純に有病率を掛けると 認知症⾼齢者の貯蓄総額約５０兆円• 単純に有病率を掛けると、認知症⾼齢者の貯蓄総額約５０兆円

• 2025年には認知症⾼齢者の貯蓄総額７０兆円に達する⾒込み

350 兆円

世帯主の年齢階層別 家計の貯蓄⾼の総額（推計値）

250

300 
70歳以上
貯蓄総額

70歳以上
有病率

認知症の⽅の
貯蓄総額

2014年 248兆円 21.1％ 52.3兆円

150

200 

250 
1999年
2004年
2009年

2025年 304兆円 23.1％ 70.2兆円

100 

150 2014年
2025年

0 

50 

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
総務省平成11年、16年、21年、26年「全国消費実態調査」における世帯主の年代別の貯蓄現在⾼に、⽇本の世帯数（平成10年、15年、20年、25年推計）を掛け合わせて算出。
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親族による金銭管理に関する自主調査

2016年10⽉に全国40歳以上の男⼥2,000名を対象に、インターネットによるアンケート
調査を実施
（ https://www mizuho-ir co jp/publication/report/2017/ninchisho1705 html）（ https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/report/2017/ninchisho1705.html）

調査名 認知症の⼈に対する家族等による預貯⾦・財産の管理⽀援に関する調査

調査対象
全国40歳以上の男⼥のうち、認知症の家族・親族がいる者*で、かつ、
過去３年以内にその認知症の家族・親族の預貯⾦・財産の管理を⽀援したことがある調査対象 過去３年以内にその認知症の家族・親族の預貯⾦・財産の管理を⽀援したことがある
者

調査⽅法 インターネットによるアンケート調査

調査件数 配布数：約４万件
サンプル（回収）数：2,000件

査期間 年 ⽉ ⽇（⽊） 年 ⽉ ⽇（⽔）調査期間 2016年10⽉6⽇（⽊）〜2016年10⽉12⽇（⽔）
• 家族・親族が預貯⾦・財産の管理を⽀援することになった理由
• 預貯⾦・財産の管理⽀援の内容

調査項⽬

預貯⾦ 財産の管理⽀援の内容
• 成年後⾒制度の利⽤の状況
• 預貯⾦・財産の管理⽀援の際に負担・困難に直⾯した経験
• 預貯⾦・財産の管理に対する本⼈の考えの理解• 預貯⾦・財産の管理に対する本⼈の考えの理解
• 認知症の⽅の預貯⾦・財産の管理⽀援について、相談した（したい）内容
• 認知症の⽅にもやさしい⾦融機関として期待するサービスや仕組み

⽀援者⾃⾝の備えに対する意識
4

• ⽀援者⾃⾝の備えに対する意識＊認知症と診断された家族・親族、もしくは認知症の疑いがある家族・親族がいる者



［調査結果］成年後見制度を利用するつもりはない 55.4％

「成年後⾒制度を利⽤している」はわずか6.4％、「成年後⾒制度のことは知っているが
利⽤するつもりはない」との回答が55.4％。
⽇常⽣活⾃⽴度のランクⅣ（常に⽬を離すことができない状態） ランクM（専⾨医療を⽇常⽣活⾃⽴度のランクⅣ（常に⽬を離すことができない状態）・ランクM（専⾨医療を
必要とする状態）で成年後⾒制度を「利⽤している」割合が⾼まるが、「利⽤している」
と「利⽤を検討している」の合計割合は常にほぼ⼀定である。

6.4%

22 8%
15.6%

Ｑ．前問の⽀援を⾏う際、成年後⾒制度を利⽤していますか。
成年後⾒制度を利⽤している

成年後⾒制度の利⽤を検討している

※成年後⾒制度は法定後⾒制度及び
任意後⾒制度の両⽅を指すものと
して定義した。

22.8%

55.4%
成年後⾒制度のことは知っているが利⽤するつもり
はない
成年後⾒制度を知らない

5 2 23 2 49 9 21 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%認知症の⼈の⽇常⽣活⾃⽴度別、成年後⾒制度の利⽤状況
Ⅰ：何らかの認知症を有するが、⽇常⽣活は家庭内及び社会的にほぼ⾃⽴している 5.2

4.5

5 1

23.2

27.1

23 9

49.9

52.3

58 2

21.8

16.1

12 8

（n=427）
Ⅱ：⽇常⽣活に⽀障を来たすような症状・⾏動や意思疎通の困難さが多少⾒られても、

誰かが注意していれば⾃⽴できる（n=583）
Ⅲ：⽇常⽣活に⽀障を来たすような症状・⾏動や意思疎通の困難さが⾒られ、介護を

必要とする（n=507） 5.1

9.5

17 4

23.9

17.4

9 8

58.2

61.9

56 5

12.8

11.3

16 3

必要とする（n=507）
Ⅳ：⽇常⽣活に⽀障を来たすような症状・⾏動や意思疎通の困難さが頻繁に⾒られ、

常に介護を必要とする（常に⽬を離すことができない状態である）（n=391）
M：著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な⾝体疾患が⾒られ、

専⾨医療を必要とする（⼊院が必要であるなど⼀時的な悪化状態を含む）（n=92）

5

17.4 9.8 56.5 16.3



［調査結果］金融機関の職員に相談した割合は３割

預貯⾦・財産の管理を⽀援する上で難しさを感じた際に相談できる相⼿として、専⾨職で
は「ケアマネジャー・地域包括⽀援センター職員など介護の専⾨職」や「⾦融機関の職
員」と回答した割合が 相談者の約３割にのぼった員」と回答した割合が、相談者の約３割にのぼった。
「弁護⼠・司法書⼠など法律の専⾨職」への相談は相談者の１割に留まっていた。
⼀⽅で「相談できる相⼿はいなかった」者も9.5％いた。

0 20 40 60 80
相談した相⼿の内訳（複数回答）

（％）
Ｑ．認知症の⽅の預貯⾦・財産の管理の⽀援をする上で

難しさを感じた際に、相談できる相⼿はいました
か 67.7 

35.3 

家族・親族

ケアマネジャー・地域包括⽀援セン
ター職員など介護の専⾨職72 3%18 3%

か。

29.8 

11.4 

⾦融機関の職員

知⼈

72.3%

9.5%

18.3%

10.1 

8 7

弁護⼠・司法書⼠など法律の専⾨職

⾃治体や地域の社会福祉協議会が設置
ど 8.7 

2.0 

している窓⼝など

その他 ｎ＝1,445

相談した

相談できる相⼿はいなかった

困難を感じたことはない

6

困難を感じたことはない
※調査票では「専⾨家」としていた表記を「専⾨職」に統⼀している。



成年後見制度利用促進計画における地域連携ネットワーク

7

内閣府、成年後⾒制度利⽤促進計画の概要（別紙３）より



問題提起：
認知症高齢者の増加は待ったなし。金融機関に期待されることは？

• 預貯⾦の管理、財産管理を⽀援する制度の活⽤

認知症高齢者の増加は待ったなし。金融機関に期待されることは？

預貯 管理、財産管理 ⽀援 る制度 活⽤
– 成年後⾒制度、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業

• 財産管理に資するサービスの充実、職員の研修
– 信託商品、保険商品
– 認知症サポーター養成講座、職員対応マニュアル

地域資源との連携• 地域資源との連携
– 地域包括⽀援センター、地域警察
等々

パネリストの皆様、

等々

パネリストの皆様、
本日はよろしくお願いいたします。
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地域の皆さまとともに地域の皆さまとともに
すべてのお客さまが安心して利用できる
金融サ ビ 提供金融サービスの提供

お客様サービス室次長 藤本恭成



株式会社京都銀行株式会社京都銀行

本店所在地／京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地

創立／昭和16年10月創立／昭和16年10月

総資産／8兆8,928億円,

預金・譲渡性預金／7兆5,959億円

貸出金／4兆9,869億円

従業員数／3 428人従業員数／3,428人

店舗／近畿2府3県を中心に172店舗を展開店舗／近畿2府3県を中心に172店舗を展開

この他、店舗外ATM318、海外駐在員事務所4（香港、上海、大連、バンコク）

（平成29年3月31日現在）



当行の店舗ネットワーク当行の店舗ネットワ ク

京都 大阪 滋賀 奈良 兵庫 愛知 東京 計

111 31 12 7 8 2 1 172

京都府

111 31 12 7 8 2 1 172

滋賀県 愛知県

兵庫県

大阪府

奈良県

大阪府



～すべてのお客さまが安心して利用できる金融サービスの提供～

お客さま満足度向上に向けた取組み

◆すべてのお客さまに安心してご利用いただくためのサ ビスや◆すべてのお客さまに安心してご利用いただくためのサービスや

店舗づくり、行員のお客さま応対の向上に努めている。

◆特に、高齢化社会の進展により、ご高齢のお客さまやその◆特に、高齢化社会の進展により、ご高齢のお客さまやその

ご家族の方にも、安心してご利用いただくための取組み

（バ 化） 従来 り積極的 推進 る（バリアフリー化）について従来より積極的に推進している。



～すべてのお客さまが安心して利用できる金融サービスの提供～

バリアフリー（店舗の取組み）リアフリ （店舗の取組み）

段差解消
来客用車椅子

卓上型聴こえ支援機器段差解消
スロープ・手すりの設置

来客用車椅子
卓上型聴こえ支援機器

コミューン

耳 ク表示板 筆談ボ ド 老眼鏡助聴器耳マーク表示板 筆談ボード 老眼鏡助聴器



～すべてのお客さまが安心して利用できる金融サービスの提供～

高齢化社会の進展

◆京都府の高齢化率・・・27 5％

高齢化社会の進展

◆京都府の高齢化率 27.5％
（平成29年版高齢社会白書／全国27.3％）

◆今年6月に当行が実施した「お客さまアンケート」
※店頭に来店されたお客さまの当行に対する満足度調査

・・・回答者の46.5％が60歳以上

将来の安心を見据えた銀行づくり



～すべてのお客さまが安心して利用できる金融サービスの提供～

京都府の取組み ～京都式地域包括ケアシステム～

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう医療・

京都府の取組み ～京都式地域包括ケアシステム～

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう医療・

介護・福祉のサービスを一体的に提供できる社会を目指すもの

「京都高齢者あんしんサポート企業」制度への参加

全行員を認知症サポ タ に養成全行員を認知症サポーターに養成



～すべてのお客さまが安心して利用できる金融サービスの提供～

ご高齢のお客さまが地域で安心・安全に暮らせるよう、

行員が日々の業務を通じて見守り 必要に応じて声掛けや行員が日々の業務を通じて見守り、必要に応じて声掛けや

地域包括支援センターなどと連携しながら、地域ぐるみで

サポートを実施サポ トを実施。

金融機関の役割

ご高齢者を円滑に見守ることができるよう、

地域包括支援センターとの日頃からの良好な関係づくりが大切である。地域包括支援 ンタ との日頃からの良好な関係 くりが大切である。



～すべてのお客さまが安心して利用できる金融サービスの提供～

申 多 事例申し出の多い事例

１．出金したはずの現金が足りない

２ 通帳 印鑑を失くした２．通帳・印鑑を失くした

３ 現金や通帳を家族または行員にとられた３．現金や通帳を家族または行員にとられた

～金融犯罪の被害防止に向けた取組み～

ご高齢のお客さまが金融犯罪の被害に遭われている可能性があるご高齢のお客さまが金融犯罪の被害に遭われている可能性がある

場合は、積極的に注意喚起をはかり、必要に応じて警察とも連携

し被害の未然防止に努めている。被害 未然防 努めて る。



ご清聴ありがとうございました。

お客様サービス室 藤本恭成



2017.9.7（木）「21世紀金融行動原則シンポジウム」

「認知症700万人時代の地域における金融機関の役割」

成年後見成年後見人の人の立場から金融機関に期待すること立場から金融機関に期待すること

・成年後見関係事件の現状～最高裁の概要から～・成年後見関係事件の現状～最高裁の概要から～成年後見関係事件の現状～最高裁の概要から～成年後見関係事件の現状～最高裁の概要から～

・・金融機関に対するアンケート調査金融機関に対するアンケート調査からから金融機関に対するアンケ ト調査金融機関に対するアンケ ト調査からから

・認知症の人の意思決定支援の実際・認知症の人の意思決定支援の実際認知症の人の意思決定支援の実際認知症の人の意思決定支援の実際

公社）成年後見センター・リーガルサポート
司法書士 名 倉 勇 一 郎司法書士 名 倉 勇 郎

1



成年後見人の職務成年後見人の職務成年後見人の職務成年後見人の職務

財 産 管 理

財産管理に
関する事務

財 産 管 理

関する事務

本人 意思 尊重

療養看護
に関する

生活に関
する事務 本人の意思の尊重、

身上配慮をベース

に関する
事務

する事務

にした後見実務
身 上 監 護

ノーマライゼーション・自己決定の尊重・
現有能力の活用の理念と本人保護の調和

2



平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等
申立件数申立件数申 件数申 件数

最高裁判所「成年後見関係事件の概況

3
－平成28年1月～12月－」参照 以下同



平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等
成年後見人等と本人との関係成年後見人等と本人との関係

家族親族家族親族

28.1％

専門職が専門職が

監督人に

4



平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等
利用者数について利用者数について利用者数利用者数

※ 後見制度支援信託(成年被後見人 未成年被後見人)※ 後見制度支援信託(成年被後見人・未成年被後見人)
利用者数 累計：16,950人
信託財産額累計：5520億5600万円

5

信託財産額累計：5520億5600万円



平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等平成平成2828年後見開始事件等年後見開始事件等
申立ての動機申立ての動機

最高裁判所「成年後見関係事件の概況

6

最高裁判所「成年後見関係事件の概況

－平成28年1月～12月－」参照



「成年後見制度に関する届出」及び「成年後「成年後見制度に関する届出」及び「成年後成年後見制度に関する届出」及び 成年後成年後見制度に関する届出」及び 成年後
見人等が行う金融機関取引」等に関する改善見人等が行う金融機関取引」等に関する改善
について（調査結果等のご報告）について（調査結果等のご報告）(2012.2.1)(2012.2.1)について（調査結果等のご報告）について（調査結果等のご報告）(2012.2.1)(2012.2.1)

リーガルサポートホームペ ジよりリーガルサポートホームペ ジよりリーガルサポートホームペ－ジよりリーガルサポートホームペ－ジより
https://www.legalhttps://www.legal--support.or.jp/act/othersupport.or.jp/act/other

平成２３年６月に ＬＳ制度改善検討委員会が各金融機平成２３年６月に、ＬＳ制度改善検討委員会が各金融機
関を対象に実施した 「成年後見制度に関する届出」及

び「成年後見人等が行う金融機関取引」等に関する改善び「成年後見人等が行う金融機関取引」等に関する改善
についての アンケート調査結果

調査期間 2011（平成23）年6月～7月調査期間 2011（平成23）年6月～7月
有効回答件数 307件
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法定後見の場合における就任時の届出法定後見の場合における就任時の届出

質問内容 数値 ％

後見人等以外の署名、押印を求めていない 123 36.5
％

後見人等の他に被後見人、被保佐人、被補助人の署
名、届出印の押印を求めている

186 55.2
%

28 8 3％後見監督人、保佐監督人、補助監督人が選任されて
いる場合は、後見監督人等の署名、押印を求めてい
る

28 8.3％

任意後見の場合における就任時の届出任意後見の場合における就任時の届出

質問内容 数値 ％質問内容 数値 ％

任意後見人のみを届出人としている 168 56.4
％

任意後見人以外に本人や任意後見監督人の署名、押
印を求めている

130 43.6
%

8

印を求めている %



被保佐人・被補助人との金融機関取引被保佐人・被補助人との金融機関取引

質問内容 回答数 ％

被保佐人や被補助人との取引を認めていない 118 38.3
％

一定の条件で被保佐人や被補助人との取引を認める
取り扱いをしている

161 52.3
%

その他 29 9 4％その他 29 9.4％

任意後見における本人任意後見における本人との金融機関取引との金融機関取引任意後見における本人任意後見における本人との金融機関取引との金融機関取引

質問内容 回答数 ％

本人との取引を認めていない 180 58.6
％％

一定の条件で、本人との取引を認める取り扱いをし
ている

92 30.0
％

9
その他 130 11.4

%



平成２３年２月１７日付全国銀行協会平成２３年２月１７日付全国銀行協会通知通知
「成年後見制度に係る銀行実務上の対応の見直し「成年後見制度に係る銀行実務上の対応の見直しについてについて」」

銀行取引の改善項目

１ 新規 座開設時等の場面 の成年後見登記に関する登記事項証明１．新規口座開設時等の場面での成年後見登記に関する登記事項証明
書について

「必ずしも原本自体を銀行で保管しなくてもよいと考えられる。」と
したこと

２ 後見人等の選任届出時および新規口座開設時の後見人等の本人確２．後見人等の選任届出時および新規口座開設時の後見人等の本人確
認について

「成年後見登記に関する登記事項証明書および犯罪収益移転防止法が
定める本人確認書類の提示 提出のみを受けることも考えられる定める本人確認書類の提示・提出のみを受けることも考えられる。」
としたこと（後見人等の実印および印鑑証明書の提示・提出は不要と
する考え方）
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平成２３年２月１７日付全国銀行協会平成２３年２月１７日付全国銀行協会通知通知
「成年後見制度に係る銀行実務上の対応の見直し「成年後見制度に係る銀行実務上の対応の見直しについてについて」」

銀行取引の改善項目銀行取引の改善項目

３．後見人等の選任届出時および新規口座開設時の場面での被後見人
等の本人確認について

「成年後見制度に係る登記事項証明書には被後見人等の住所・氏名・
生年月日が記載されており、犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１
項第１号トに定める『官公庁から発行され 又は発給された書類その項第１号トに定める『官公庁から発行され、又は発給された書類その
他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載
があるもの』に該当するので、成年後見登記に関する登記事項証明書
により被後見人等の本人確認を行うことも考えられる 」としたことにより被後見人等の本人確認を行うことも考えられる。」としたこと

（被後見人の免許証・健康保険証等の本人確認書類は不要とする考え
方）

４．取引店以外での入出金の取扱いについて

取引店が保有する後見人等の情報を他店でも確認できる仕組み等の導
入について、今後のシステム公開等の機会を捉えて検討することが考
えられる。

11
すべての金融機関がこれらの改善項目に対応しているわけではない



成年後見制度における金融機関の役割成年後見制度における金融機関の役割

成年後見制度利用促進基本計画 金融機関の役割 自助・共
助・公助

Ⅰ 制度の周知 制度広報協力
職員研修
顧客学習会

公助
共助
自助/共助顧客学習会 自助/共助

Ⅲ 利用者がメリットを実感できる制
度の運用
高齢者 障害者 特性 応 た意思

高齢者・障害者等
における金融機関

対応

自助/共助

・高齢者と障害者の特性に応じた意思
決定支援の在り方についての指針の
策定等の検討、成果の共有等

での対応

本人および家族へ
の情報提供

Ⅳ 地域連携ネットワークづくり
・地域連携ネットワークの整備に向け

た取組の推進

連携機関への参加

中核機関・連携機
関 の連絡

共助
共助/公助

た取組の推進 関への連絡

Ⅴ 不正防止の徹底と利用しやすさの
調和調和

・金融機関における預貯金等管理に係
る自主的な取組のための検討の促

進

信託等の金融商品
の開発
家族信託支援

共助

自助進
等

家族信託支援 自助

12



認知症の人の意思決定支援認知症の人の意思決定支援認知症の人の意思決定支援認知症の人の意思決定支援
ＬＳ「ＬＳ「後見人の行動指針」より後見人の行動指針」より

Ａ 本人との関わり

Ｂ 本人による意思決定の支援

Ｃ 代理権の行使Ｃ 代理権の行使

Ｄ 同意権、取消権の行使Ｄ 同意権、取消権の行使

Ｅ 本人の生活への配慮

Ｆ 事務の姿勢

ＬＳホームページ:提言・意見「後見人の行動指針」

https://www legal-support or jp/act
13

https://www.legal support.or.jp/act



Ｄ １ 事後に取り消し権を行使することＤ－１ 事後に取り消し権を行使すること

により、事前に同意権を行使することを

意識しよう。

電動車いすの購入について事前に本人と話し合い購電動車いすの購入について事前に本人と話し合い購
入したケース

Ｄ ４ 取消権を行使するときは その必Ｄ－４ 取消権を行使するときは、その必

要性を本人に説明し、できる限り本人の

理解を得るようにしよう。

電動車いすを購入すると貯金がなくなること 事故電動車いすを購入すると貯金がなくなること、事故
にあうことが心配だと説明し、どうすればよいかを
一つずつ話し合って取消権を行使したケースつずつ話し合って取消権を行使したケース。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート編著

14

「これからの後見人の行動指針」日本加除出版 参照



後見人の行動指針より後見人の行動指針より

Ｅ－３ 本人の財産は、単に保全するだけ

でなく、生活の質を向上させるために活

かそうかそう。

ＬＳの会員からは、コンサートやスポーツ観戦、旅
行など、移動支援のヘルパーの手配などを含め、本行な 、移動支援 ル 手配な を含め、本
人の趣味・嗜好や家族等との団らんのための財産の
支出など、本人の「生活の質」が向上する支出の事
例が報告されている。

ここでいう「活かす」というのは、本人が生活をすでいう 活かす」というのは、本人が生活をす
る上での活力を得るためであり、株式等に運用する
といった利殖の意味ではない。
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後見人等の基本姿勢後見人等の基本姿勢後見人等の基本姿勢後見人等の基本姿勢

意思決定能力は原則としてある

という姿勢

本人支援の原則

本人参加の原則本人参加の原則

適正手続きの原則適正手続きの原則
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配偶者の後見人を て配偶者の後見人を て配偶者の後見人をへて配偶者の後見人をへて
市民後見人となられた人も市民後見人となられた人も市民後見人となられた人も市民後見人となられた人も

成年後見は大変だと言われますが、配偶者の
成年後見人となり、その経験を活かし、市民成年後見人となり、その経験を活かし、市民
後見人に応募された人もいらっしゃいます。

成年後見人等の第一の関門は家庭裁判所です成年後見人等の第一の関門は家庭裁判所です
が、金融機関が第二の関門にならないよう、
成年後見人等の認知症の人や障害者の支援者成年後見人等の認知症の人や障害者の支援者
の支援を視野に入れた実務の運用をしていた
だければと思いますだければと思います。
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参考資料

岩井英典：成年後見人等が行う金融機関取引の改善へ
向けての試み

吉野 智 ：金融取引に関する実務上の留意点
大貫正男：「成年後見関係事件の概況」からみえてくるもの
（「実践成年後見№39 ・№52 ・№70 」）

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

2016/6/18 18



判断能⼒からみた成年後⾒制度と⺠事信託
（⾼齢者の財産管理とネットワーク）（⾼齢者の財産管理とネットワ ク）

三井住友信託銀⾏プライベートバンキング部
成年後⾒･⺠事信託分野専⾨部⻑成年後⾒･⺠事信託分野専⾨部⻑

⼋⾕ 博喜



判断能⼒からみた成年後⾒制度と⺠事信託
本⼈の判断能⼒ 正常 重度の

認知症
認知症
確定

認知症
気味

①法定後⾒

本⼈の判断能⼒ 正常 認知症確定気味

法定後⾒保佐補助

法定後⾒⼈（専⾨職・親族）保佐⼈補助⼈
成
年
後

②任意後⾒

「後⾒制度⽀援信託」による財産管理（⾦銭のみ）

任意後⾒（発効前）・・・契約可能タイミング 任意後⾒（発効後）
任意後⾒監督⼈

後
⾒

任意後⾒
契約

将来型

任意後⾒監督⼈

移⾏型 財産管理委任契約（任意代理契約）

効
⼒
発
⽣

任意後⾒⼈（専⾨職・親族）

任意後⾒⼈（専⾨職・親族）
契約

即効型

⽣

「任意後⾒制度⽀援信託」による財産管理（⾦銭のみ）

任意後⾒⼈（専⾨職・親族）

⺠事信託
⺠

★後⾒⼈の守備範囲は、あくまで財産の「管理」＝例えば相続対策を⾒越した不動産の処分は後⾒⼈の権限外となり不可（相続⼈の不満鬱積）

⺠事信託
契約 信託受託者

（専⾨性）⾝上監護→任意後⾒⼈
⺠
事
信
託

（専⾨性）財産管理→信託受託者

分
業

1

託
★受託者の守備範囲は、「信託⾏為の定めによる」＝財産の管理、運⽤、処分いずれも可能（柔軟な資産運⽤・相続対策が可能）



⾼齢者の財産管理 ⇒⺠事信託の補完機能

商品 与信

成年後見等種別
口座開設
（普通預金）

合同金信 定期預金 運用商品 事業性ローン 仲介 不動産管理
取引主体

受信 不動産

成年後⾒分野における商品別取引

（普通預金）

法定後見人 ○
○

後見制度
支援信託

△ × × × ×

本人
（任意代理契約がある移行 ○ ○ ○ ○ ○ ○

法定後見

任意後見契約～任意後見発効前
（任意代理契約がある移行

型の場合は代理人）
○ ○ ○ ○ ○ ○

任意後見契約に任意後見人へ
の委任事項の定めがある場合

○ ○ ○ △ ○ ○

上記委任事項 定めがな 場

○
任意後見
制度支援
信託

任意後見

任意後見
発効後

任意後見人

（場合により代理人取引）

上記委任事項の定めがない場
合

○ ○ × × × ×

受託者
（場合により本人）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発効後

信託契約～判断能力喪失前

民事信託契約の信託目的に定
める場合

○ ○ ○ ○ △ ○ ○

上記定めのない場合 ○ ○ ○ × × × ×

判断能力
喪失後

受託者

民事信託

＊民事信託の場合、受託者（家族）による受託者名義での上記の銀行取引が可能（金融機関により取り扱いは異な
る）。
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任意後⾒制度⽀援信託の仕組み

3
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任意後⾒制度⽀援信託と後⾒制度⽀援信託との⽐較
任意後⾒制度⽀援信託 後⾒制度⽀援信託

取扱開始 2017年8⽉ 2012年2⽉
後⾒制度の種類 任意後⾒制度 法定後⾒制度

利⽤する⽅
任意後⾒契約を締結している⽅
⇒明確に将来の財産管理⽅法のビジョンを有し
ている。

成年被後⾒⼈
⇒財産管理の⼿⽴てをしないまま、財産管理能
⼒を喪失。

将来の任意後⾒発効に備えて信託を設定。
任意後 監督 意 得 信 財産 払 家庭裁判所が発⾏する指⽰書に基づき信託設商品概要

不正防⽌⽅法
任意後⾒監督⼈の同意を得た上で信託財産の払
出を可能とすることで、任意後⾒⼈の不正防⽌
を図る。

家庭裁判所が発⾏する指⽰書に基づき信託設
定・信託財産の払出を⾏うことで、後⾒⼈の不
正防⽌を図る。

最低信託⾦ ５００万円 １，０００万円

信託財産の交付⽅法 ①⼀時払い、②定時定額払いの両⽅が可能

6 00020 000

（億円）（件）
後見制度支援信託の契約数・残高推移 後見制度支援信託の当社契約数シェア

2 000

4,000 

6,000 

10,000 

15,000 

20,000 
契約数（左側）

残高（右側）
2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

業界全体 174 1,048 5,188 12,918 18,528

当社 122 708 3,021 7,398 10,614

シェア 70 1% 67 6% 58 2% 57 3% 57 3%

2013.3末 2014.3末 2015.3末 2016.3末 2017.3末

契約数（左側） 174  1,048  5,188  12,918  18,528 

0 

2,000 

0 

5,000 
シェア 70.1% 67.6% 58.2% 57.3% 57.3%

当社残⾼ 45
億円

246
億円

998
億円

2,225
億円

3,163
億円

4

残高（右側） 59  350  1,654  3,760  5,447 



⺠事信託（家族信託）

民事信託事例 高齢者ご自身のための民事信託

・私の⽗は⾼齢のため最近物忘れがひどく、今後、財産の管理をしていくのが難しいのではない ・⾼齢者の財産管理のため

■お客さまの悩み ■ご提案

民事信託事例 高齢者ご自身のための民事信託

⾼齢者の財産管理のための信託とは

私の⽗は⾼齢のため最近物忘れがひどく、今後、財産の管理をしていくのが難しいのではない
か。

⾼齢者の財産管理のため
の信託

● 財産管理能力の衰えつつある委託者が他者（親族等）に特定の財産（不動産等）を信託し、他者（親族等）が財産を適切に管理し、収益を委
託者兼受益者に分配する信託。

● アパートを所有・管理する高齢の父の体力低下等を理由に、長男にアパート自体を信託し、管理させそこから上がる家賃等を定期的に父親で
ある委託者（受益者）に分配し生活を支える仕組み。委

委託者兼受益者 受託者

①信託契約の締結（民事信託）
所有するアパートの信託

例：長男例：高齢の父
所有するアパ トの信託

②信託受益権（収益分配）
アパートの賃貸管理、
建物管理

高齢で、アパートの維
持管理が難しくなった
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各⼠業、介護事業者、福祉関係団体、社会福祉協議会等との連携

6
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